
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続税の申告要否判定コーナー 

をご利用ください。 

税務署 平成 30 年 4 月 

相続税の申告が必要かどうかお悩みの方は・・・ 

国税庁ホームページの 

国税庁 検索 

画面の案内に従って法定相続人の数を入力することにより、遺産に係る基礎控除額を自動で

算出します。 

相続等により取得した、財産や債務の価額

等を個別に入力します。 

画面の案内に従って金額等を入力すること

により、相続財産等の評価額等を自動で計算

します。 

②及び③の入力内容を基に、相続税の申告要否の

おおよその判定を行います。 

相続税の申告要否の判定後、小規模宅地等の特例

（特定居住用宅地等）及び配偶者の税額軽減（配偶者

控除）を適用した場合の税額計算のシミュレーショ

ンを行うこともできます。 

税額計算シミュレーションについては、裏面をご覧ください。 

相続税の申告要否判定コーナー ① 

法定相続人の数の入力 

の入力 

② 

相続財産等の入力 ③ 

④ 申告要否判定 

 

 

「国税庁ホームページ」の

「申告・申請・届出等、用

紙（手続の案内・様式）」

をクリックします。 

  

 

（画面は、平成 30年４月現在のものです。） 

「確定申告等情報」の

「相続税」をクリックし

ます。 「相続税の申告要否判定コーナー」

をクリックします。 



 

各人の相続した財産の金額等を基に、「配偶

者の税額軽減（配偶者控除）」を適用して税額を

計算します。 

税額計算のシミュレーション 

相続税の申告要否の判定後、「小規模宅地等の特例（特定居住用宅地等）」及び「配偶者の税額軽

減（配偶者控除）」を適用した場合の税額計算のシミュレーションを行うことができます。 

 
（注）この税額計算は、計算過程を簡素化するなど、

一定の条件の下に算出しており、あくまで税額

の目安を示すものです。 

「相続税の申告要否判定コーナ

ー」のトップ画面に、当コーナーを

活用した申告要否の確認方法を紹介

する、国税庁インターネット番組

（Web-TAX-TV（税に関する動

画））をご案内しています。 

当コーナーをご利用の際に、是非

ご覧ください。 

小規模宅地等の特例（特定居住用宅地等）を

適用する宅地等の「適用面積」を入力すること

で、特例適用後の評価額を計算します。 

 

Ｗｅｂ－ＴＡＸ－ＴＶ（税に関する動画）のご案内 

● 小規模宅地等の特例（特定居住用宅地等） 

● 配偶者の税額軽減（配偶者控除） 

 

 


